
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時協力井戸の登録にご協力ください 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震などの大規模災害が発生した場合、水道設備等が被災し、長期間断水する可能性があります。 

飲料水は、臨時給水所での応急給水や、ペットボトルの水の備蓄などによって確保することになり

ますが、家庭で使う生活用水（飲用以外のトイレや洗濯などに使う水）は使用量も多いため不足するこ

とが予想されています。 

 鳥羽市では、地域にある井戸を事前に登録しておくことで、災害時の生活用水を確保する『災害時

協力井戸登録制度』の取り組みを進めています。  

  

 

登録できる井戸 

① 市内に所在する井戸であること。 

② 現在、井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。 

③ 井戸の管理者がいること。 

④ 井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべ等が設置されていること。 

⑤ 井戸水の色、臭い及びにごり等が生活用水としての使用に不適当でなく、以下の水質検査

項目の基準を満たしていること。 

⑥ 災害時に無償で地域住民に井戸の使用及び井戸水の提供ができること。 

⑦ 井戸の所在地（地図等）、所有者名など必要な事項の情報提供ができること。 

〇 水質検査項目：一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態 

窒素、塩化物イオン、全有機炭素（TOC）量、ｐＨ値、味、臭気、 

色度、濁度 

〇 登録にあたって井戸水の水質検査を無料で実施します。 

※初めての申請時 1回に限ります。 

次の場合は検査対象外となります。 

・事業用井戸で法令等により定期的に水質検査を実施している場合 

井戸の登録を検討されている皆さま、申請方法や、災害が発生した時の対応などをご説明

させていただきますので、下記担当までご連絡ください。 

問い合わせ先：鳥羽市総務課防災危機管理室 

          ℡0599-25-1118 

メールアドレス：bosai@city.toba.lg.jp 

  

詳しい制度の内容や登録方法について 

井戸を所有されている皆さまご協力よろしくお願いします。 

受付開始日 令和 6年 8月 1日（木）から 

災害時協力井戸の登録要件は、次のとおりです。 

http://#

